
(7)食 品の期限表示導入 における衛生学的実態調査

ア 調査 目的

食品衛生法改正によ り、加工食品の日付表示が従来の製造年月日か ら、品質の保持が可能な

期限を表示する 「期限表示」に変更 された。新たな期限表示方法である 「消費期限」および 「品

質保持期限」は、製造者 が科学的および合理的根拠 に基づ き設定することになっているが、科

学的合理的根拠 となる基礎データがまだ不足 している現状にある。

そこで、今回期限表示設定のための一助 とするため、「消費期限」の設定 された食品である 「生

めん」、「パ ン類」を用 いて保存試験 を行い、細菌及 び真菌が食品の品質 に及ぼす影響を調査 し

たので ここに報告する。

イ 調査内容

(ア)実 施期間 平成7年4月1日 か ら平成8年3月

(イ)対 象品目

めん類2品 目(ゆ でそば、ゆでうどん)

パン類3品 目(食 パ ン、 クリームパ ン、 カレーパ ン)

(ウ)対 象品目の収集方法:大 規模食料品販売業にて買 い上げ

(1)め ん類(ゆ でうどん)の 表示期限表示 (2)め ん類(ゆ でそば)の 消費期限表示

(3)パ ン類(食 パ ン ・クリームパ ン)

の消費期限表示

(4)パ ン類(カ レーパ ン)の 消費期限表 示

なお、ゆで うどん の製造所 は6月 、9月 と1月 で は別の工場で あ った。 また、パ ン類 は製造

日当 日、 めん類 は製 造 日の翌 日に買 い上 げ した。
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(エ)試 験検 査方 法

(1)検 査項 目

細菌数 、 大腸菌群、 真菌 、pH、 水分活性、官能 検 査(味 、 におい、色)

(2)保 存方 法

通常 の販売 状況 に合 わせ 、 めん類 は6℃ 、パ ン類 は20℃ 保 存 と した。

(3)サ ンプ リ ングのポイ ン ト

購入 日当 日、 消費期限、 消費 期限 の2倍 相 当の日(パ ン類 は7日 目、め ん類 は8日 目(1

月の ゆで うどん は10日 間)

(オ)検 査期 間 都立衛 生研究 所微 生物 部細菌 第一研究 科食 品細菌研究 室

真 菌研究室

ウ 調査結果

(ア)食 パ ン

(1)細 菌 数

食パ ンは、製造 日、消費 期 限 と も、細菌 はほ とん ど検出 されなか った。7日 目では6月 に

104/g数 が検 出 され たが、9月 には細菌 は検出 されず、1月 に も1検 体 か ら20/g検 出 した

の みで あ った。

(2)酵 母

製造 日及 び消費期限 では、酵母 は ほ とん ど検 出 され なか った。7日 目では6月 の2検 体 か

ら、102～104/g、9月 の1検 体 か ら103/gの 菌 数 が検出 された。

(3)真 菌

製造 日及 び3日 目では、真 菌 は検 出 されなか った。7日 目で は4検 体 か らPenicillium spp.

(8～7900/g)が 検出 された。9月 の2検 体 か らWallemia spp.(3～25/g)が 検 出 され た。

(4)大 腸 菌群

大腸 菌群 は検 出 され なか った。

(5)pH及 び水分 活性

pHは 、 平均9.4、 水分 活性 は5.43で 、保存期 間 中 ほとん ど変化 しなか った。

(6)官 能 試験

色、にお い、味 について は異常 は認 め られ なか った。7日 目にパ ンの肉質 に劣化 が認 め ら

れ た。

(イ)ク リームパ ン

(1)細 菌数

製造 日及 び消費期限(3日)で は、 ほとん ど細 菌 は検 出 されなか った。7日 目で は、0～

104/gの 菌数 が認 め られ た。

(2)酵 母

製造 日の6月 に1検 体(93/g)、 消 費期限 の9月 に1検 体(88/g)検 出 され た。7日 自

には、6月 に2検 体(102/g,104/g)、9月 に1検 体(103/g)か ら酵母 が検 出 され た。

(3)真 菌

Aureobasidium spp.が7日 目の1月 の2検 体 か ら検 出 された。(10/g、103/g)

(4)大 腸菌群

製 造 日の6月 の1検 体 か ら大腸菌 群 は検 出 され た(10/g以 下)。

―437―



(5)pH、 水 分活性

pHは 平均5.53、 永 分 活性 は0.93で 保存期間 中変化 は認 め られな か った。

(6)官 能検査

異 常 は認 め られ なか った。

(ウ)カ レーパ ン

(1)細 菌 数

製造 日では6月 の1検 体 か ら103/gの 菌数 が検 出 され たが、他 の検 体 は0～102/gで あ

った。 消費期限で は、0～102/gの 菌数 で あった。7日 目には0～106/gと 菌数 にバ ラッキ

が認 め られ た。

(2)酵 母

製造 日の9月 に1検 体(3/g)、 消費 期限 の6月 に1検 体(3/g)か ら検 出 された。

(3)真 菌

製造 日及び消費期 限 では真菌 は検出 されなか った。7日 目には、12検 体 中9検 体 か ら検出

され、菌種 と して は、Aspergillus spp.、Eurotium spp.、Penicillum spp.、Paecilomyces

spp.で あ った。Eurotium spp.が 一 番多 く検 出 され た。

(4)大 腸 菌群

大腸菌群 は検 出 され なか った。

(5)pH、 水 分活 性

pHの 平均値 は5.3、 水分活性 は0.95で 保存期 間 中変化 は認 め られ なか った。

(6)官 能検査

色、 にお い、 味 につ いて異 常 は認 め られ な か った。1月 の カ レーパ ンの7日 目で は、

Penicillium spp.の 集 落が1つ 肉眼的 に観察 された。

(エ)ゆ で うどん

(1)細 菌数

1日 目の細菌数 は0～103/gで あ り、6月 の菌数 が9月 、1月 と比 較 して若干 高 めで あ っ

た。 消費期限 まで は細菌数 の増加 は認 め られ なか った。8日 目は、6月 に102/gレ ベル の菌

数 が検 出 された が、9月 、1月 で はほ とん ど菌 は検 出 され なか った。

(2)酵 母

6月 のすべて の検体 と9月 の3検 体か ら酵母 が検 出 され たが、1月 の検 体 か ら酵 母 は認 め

られ なか った。

(3)真 菌

保 存期 間中真菌 はほ とん ど検出 されなか った。(1日 目の6月 の1検 体 か らその他 の カ ビ

5/9、8日 目の9月 の1検 体 か らその他の カ ビ3/9検 出)

(4)大 腸菌群

1日 目の6月 の1検 体 か ら大腸 菌群が検出 され た(10/g以 下)。

(5)pH,水 分活性

pHは 平均6.7、 水 分活 性 は平 均0.97で 保存期 間中 ほ とん ど変化 は認 め られなか った。

(6)官 能試験

色 、 におい、 味 につ いて異常 は認 め られなか った。

(オ)ゆ で そば
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(1)細 菌 数

1日 目に0～30/gの 菌 が検 出 された。消 費期限で は、 ほとん どの検 体 が0～101/gで あ

った。8日 目では6月 の1検 体か ら103/gの 菌数が検 出 されたが
、6月 の他の検体 は、0～

102/g、9月 の検体 か らは、菌 は認 め られ なか った。1月 は、103/g～104/gの 菌 数 が検 出

され た。(表-7)

(2)酵 母

1日 目の検体か らは酵母 は検出 され なか った。消費期 限 の ものでは、6月 か ら3検 体(102

/g)、9月 か ら1検 体(5/g)検 出 され、1月 の検体か らは酵母 は検 出 され なか った。8日

目の検 体 では、6月 か ら2検 体(102/g、103/g)、9月 か ら1検 体(102/g)が 検 出 された。

(3)真 菌

ゆで そ ばか らは、保 存期 間 中真菌 は検 出 されなか った。

(4)大 腸 菌 群

1日 目の6月 の1検 体 か ら大腸菌群 が検 出 され たが(10/g以 下)他 の検体 か らは検 出 さ

れなか った。

(5)pH、 水分 活性

pHは 、 平均5.6、 水 分 活性 は平均0.96で 、保存期 間 中変 化 は認 め られ なか った。

(6)官 能検 査

1月 の8日 目の検体 は、 そば臭 がな くな って いた。他 の検体 は色、 にお い、味 に保存 期 間

中異 常 は認 め られ なか った。

エ 考 察

(ア)細 菌検 査、 酵母、真菌

(1)今 回検査 をお こな ったパ ン類 は、製造 元で は、賞味 期 間の設定条件 を 「一 般生菌数104/

g未 満 、 カ ビ発生又 は異 味異臭 発生 の2日 前」を目安 と して いた。なお、食 パ ンは、消 費期

限 と して、3日 間 の表示 が あ った。製造元 で は、食パ ンにつ いては細菌検査 は行 ってお らず、

カ ビ発生 の有無 、及 び官能 テ ス ト(食 感、 味、か お り)を 行 って いる。 今回 の調 査結 果 で

は、製 造 日及 び消費期 限 の生菌数 は0～10/gで 、カ ビ、酵母 も検出 されず、微生物 汚染 が

極 めて少 なか った。消 費期 限 の2倍 相 当 と して設定 した7日 目において も、一 般生菌数 は衛

生 上問 題 が なか ったが、7日 目にPenicillium spp.が 検 出 されてお り、真 菌が製 品の品 質

に大 きな影 響を与 える ことが推 察 され た。

(2)ク リー ムパ ン、カ レーパ ンは、内容物 の フ ィー リングが変 敗 しやす いた め製造元で は、カ

ビ発生 の有 無、及 び官 能 テス ト(食 感、味 、かお り)に 加 え細 菌検査 を行 ってい る。 フィー

リングには、生菌数300/g以 下、大腸 菌群(-)の 物 を使 用 して いた。 なお クリームパ ン

の フ ィー リングは保存 料(ソ ル ビン酸)を 使 用 して いた。消費期限 はク リー ムパ ンが3日 間、

カ レーパ ンが2日 間で あ った。

今回 の調査 では、ク リー ムパ ンは、製造 日の菌数 が0～102/gレ ベルで あ り、消費 期限 日

で も菌 数 の増加 はほ とん ど認 め られず、 消費期 限内 では細菌 によ る品質 の劣化は ない と思

われ る。7日 目では0～104/gの 菌数 が検 出 され若干 の菌数 の増加が認 め られ たが、食品 衛

生上問 題 の ある菌数 で はなか った。

カ レーパ ンは、製造 日の6月 に104/gレ ベルの菌 数が1検 体 あ った こと、7日 目の菌数 に

バ ラツキが あ ったことよ り、初 発菌数 にバ ラ ツキがあ る ことが疑われ た。 しか し、消費 期
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限内 の菌数 は、 食 品衛生上 問題 は認 め られな か った。7日 目にPenicillium spp.、

Asuperugillus spp., Eurobasudium spp.等 の真菌が検出され、また官能試験で も1月 の

7日 目にPenicillium spp.の 集落が肉眼的に観察 された ことか ら、カ レーパ ンの品質劣化

の一因に真菌が関与することが推察 された。

一般 にパ ン類の品質保持 には、焙焼工程があるため、原材料由来の細菌ではな く、その

後の冷却、保存工程の細菌汚染が問題 となる。今回、検体 としたク リームパ ンとカレーパ

ンは、焙焼工程(カ レーパ ンは油揚げ工程)後 、一階の作業上か ら二階の包装工程に運搬

するライ ン上で 自然冷却し、手作業で袋詰めを行 っていた。冷却工程以後の細菌制御 によ

り、一層の衛生管理が可能だと思われ る。

(3)今 回購入したゆで うどんは。6月 と9月 の消費期限が3日 間、1月 は5日 間 と時期により

消費期限をかえて販売 していた。6月 の8日 目の細菌数よりも1月 の10日 目の菌数のが、101

/gの レベル以上少なかったことより、消費期限に差を持たせることは適切であると思われ

た。 しか し、6月 と1月 の製造工場が異なっているため、同一製造工場の製品を検査する必

要がある。

(4)今 回購入 したゆでそばは、6月 、9月 の消費期限は3日 間、1月 の消費期限は4日 間であ

った。 ゆでそばは、1日 目の菌数 は101/gレ ベルであり、酵母、真菌 とも検出 ざれず、微

生物汚染は少なか った。そばの8日 目の検査で、そば臭が しな くなったことか ら、菌数的に

は8日 目まで品質保持が可能だが、官能的な面での品質保持に問題があると思われる。

(イ)大 腸菌群

今回調査した5品 目では、ほとんど大腸菌群は検出されず、検出 されて も10/g以 下の値で

あ り、大腸菌群の増加 による品質の劣化はないと思われた。

(ウ)pH、 水分活性

今回調査 した5品 目はすべて保存期間中pH、 水分活性に変化は認 められなか った。食パ ン

の肉質に劣化が認 められたときも水分活性に変化がなかったこと等 より、官能的な劣化を水

分活性やpHで 推察 することはできないと思われた。

(エ)官 能検査

今回の官能検査では、消費期限表示の2倍 相当の時間経過で食パ ンは肉質に劣化が認められ

た。カ レーパ ンは真菌のコロニーが肉眼的に確認 され、 ゆでそばはそば臭の消失があった。

これら、官能検査で異常があった検体の細菌数 は食品衛生上問題のある値ではな く、pH及

び水分活性は、購入 日か ら変化 していなかった。食パ ン、カレーパ ン、 ゆでそばは、品質保

持 を考える際に官能検査が重要な ファクターとなると思われた。

(オ)保 存試験における検査項目

今回の調査結果 によ り、期限表示設定の際、食パ ンにおいては、真菌 と官能検査、 クリー

ムパ ンにおいては細菌検査、カレーパ ンにおいては細菌数、真菌及び官能検査、ゆで うどん

においては細菌数 と酵母、ゆでそばにおいては細菌数 と官能試験を実施すべ きと思われる。

今回、検査のポイ ントが購入 日、消費期限、消費期限の2倍 相当の期間の3回 のみで、詳細

な菌の動態は観察で きなかったが、いずれの検体 も消費期限内では食品衛生上の問題はなか

った。
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(8)輸 入食品 における寄生虫実態調査

ア 調査目的

近年、わが国においては食生活の多様化やグルメブーム、輸入食品や輸入動植物の増加、海

外渡航の 日常化などで寄生虫に感染す る機会が多 くな り、各種の寄生虫症が年々増加す る傾向

にある。特 に輸入食品につ いては、輸入 自由化や近年 の円高及び関税の引下 げなどを背景 に世

界各国か ら空輸により魚介類、食肉類、野菜、農産物加工品等の輸入が急増 しており、今後、従

来の寄生虫症の他に輸入食品が関係 して、今まで日本には見 られなか った新 しい寄生虫 に感染

する機会 も考え られる。 このため平成7年 度から都内に流通する各種の輸入食品について、安全

性を確認するため寄生虫類の実態調査を始めた。平成7年 度 は主 として牛肉、豚肉、鶏肉等の食

肉類 と韓国産 キムチの検査 を実施するとともに、近年の症例報告を調査 した。

イ 調査方法

(ア)調 査期間 平成7年4月 ～平成8年3月

(イ)対 象品 目 牛肉、豚 肉、鶏肉、羊肉、猪肉、合鴨肉、 ハ ト肉、韓国産 キムチ、牛 タン、

牛モツ

(ウ)対 象品 目の収集方法及 び調査対象施設

(1)食 肉類について

管内のスーパー6店 舗、デパー ト3店 舗、食肉処理業3施 設及び食肉製品製造業1施 設か

ら月1回 程、市販 もしくは取 り扱われている食肉類9品 目、計161検 体を買い上げ検査に供

した。

(2)キ ムチについて

管内のスーパー23店 舗及びコンビニエンスス トアー6店 舗、計29店 舗か ら市販 されてい

る韓国産 キムチ(形 態:190～400g入 り合成樹脂製容器及 びびん詰 と計 り売 り)を 買 い上

げ検査 に供 した。

(エ)検 査機関

都立衛生研究所 細菌第二研究科 寄生虫研究室

ウ 検査結果

(ア)食 肉類 の寄生虫検査結果について

(1)牛 肉はアメ リカ産28検 体、オース トラリア産55検 体、ニュージーラン ド産16検 体、計

99検 体の牛肉(チ ル ド98・ フローズ ン1)を 検査 したが表-1の とお り無鉤条虫(嚢 虫)、

単胞条虫(嚢 虫)、 多胞条虫(嚢 虫)、 回旋糸状虫、住肉胞子虫、 トキ ソプラズマ及 びその

他の寄生虫 は検出されなかった。

(2)豚 肉はアメ リカ産8検 体、オース トラリア産1検 体、カナダ産2検 体、台湾産19検 体、大

韓民国2検 体計32検 体(チ ル ド27・ フローズン5)を 検査 したが、表-1の とお り有鉤条

虫(嚢 虫)、 旋毛虫、 トキ ソプラズマ、エ ヒノコックス及 びその他の寄生虫は検出されなか

った。

(3)鶏 肉はブラジル産9検 体、台湾産1検 体、中国産6検 体の計16検 体を検査 したが表-1の

とおりToxocara属 線虫及びその他の寄生虫は検出 されなか った。

(4)羊 肉はオース トラリア産5検 体、ニュージーランド産1検 体の計6検 体(チ ル ド1・フロー

ズン5)を 検査 した表-1の とおり多胞条虫(嚢 虫)、 回旋糸状虫及 びその他の寄生虫 は検

出されなかった。
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(5)猪 肉、合鴨肉及 びハ ト肉についてはニュー ジーランド産の猪肉2検 体(ブ ロック,フロー

ズン)、中国産の合鴨肉3検 体(胸 肉,フ ローズン)、中国産のハ ト肉1検 体(グ リラー,フ ロー

ズン)を 検査 したが表-1の とお りいずれも寄生虫は検出されなか った。

(6)牛 タン及び牛 もつについてはアメ リカ産の牛 タンと牛 もつをそれぞれ1検 体(フ ローズン)

検査 したが表-1の とおり寄生虫は検出されなか った。

(イ)韓 国産キムチの寄生虫卵検査結果 について

韓国産キムチは89検 体を検査 した ところ表-2の とおり回虫卵、有鉤条虫卵、無鉤条虫卵

鞭虫卵等の寄生虫卵は検出されなか った。 しかしダニ卵が4検 体か ら、昆虫の幼生及 び節足動

物卵がそれぞれ1検 体から検出された。

(ウ)輸 入食肉及びキムチか らの感染が推定 される近年 の症例報告について

(1)輸 入食肉類については村田(1995)が1990年 に牛肉のタタキ又は レアステーキを家族 と

共に食べた15歳 の少年の便に混入 していた片節を無鉤条虫 と同定。鈴木(1992)は 過去5

年間 に牛肉由来の無鉤条虫症を4例 報告。高田 ら(1993)は 牛肉由来の無鉤条虫症を5例

報告。

都内の某病院では毎年1～2例 の無鉤条虫症を発見 している。等 の報告があ り、患者 に海

外渡航歴がない事 などか ら輸入牛肉か らの感染が推定されている。

(2)キ ムチについては杉山(1994)が 韓国料理店において韓国の親元から直送の白菜キムチ

か ら感染 した回虫迷入症を2例 報告。永倉 ら(1995)は 韓国済州島から輸入された市販キ

ムチが原因と思われ る有鉤嚢虫症 を1例 報告。荒木(1995)は 上記同様に市販キムチが原

因 と思われる有鉤嚢虫症を1例 報告。等の報告がみ られている。

エ 考察及 びまとめ

(ア)食 肉類について

食肉類の輸入状況 について調査 したところ、食肉類の輸入は生体、その臓器及 び加工品と

ともに家畜伝染病予防法(36条,37条)に よって輸入禁止地域と対象の肉類が定められてお り、

平成6年 における輸入相手国は牛肉10カ 国、羊及び山羊肉7カ 国、豚肉15カ 国、家禽肉21

カ国、馬肉18カ 国 であった。現在 日本では食肉類を輸入する場合、動物検疫所で検疫を受け

た後、国産品のよ うに と畜検査制度や食鳥検査制度 に基づ く疾病(寄 生虫)検 査は行われて

いないが、食品衛生法第5条 の規定により(牛 、馬、豚、めん羊、山羊、水牛)と 家禽(鶏 、

あひる、七面鳥)9品 目の肉及び臓器 について、輸入届出時に輸出国政府機関発行の疾病(寄

生虫)に かかって いない旨の衛生証明書の添付を義務づけている。 このため、輸出国におい

て疾病(寄 生虫)検 査が確実に行われていれば獣畜 と家禽9品 目の肉及 び臓器については、輸

入届 出時の書類診査 によるチェックで安全性は確保 されているもの と思われ る。 しか し症例

を調査 したところ、 わが国では従来あまりみ られなか った牛肉由来 の無鉤条虫による症例な

どが、近年学会や論文で報告 される機会が少なくな く、その原因 として輸入牛肉が疑われて

いる。

また、人に感染する豚肉の旋毛虫及び有鉤条虫、牛肉の無鉤条虫 などの寄生虫は世界各国

において広 く分布 してお り、輸出の際、チェックもれにより幼虫 が寄生する食肉類 が輸入 さ

れ る可能性 も否定できない。 これ らの ことか ら急増する輸入食肉類 について従来以上 に安全

性を確保するためには、今後次の対策が必要と思われる。
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(1)海 外輸出国における寄生虫の分布及 び感染情報を迅速かつ的確に把握す る収集体制の充

実を図 るとともに、感染 している恐れのある地域か ら輸入する食肉類については輸入届出

時、書類審査のみな らずチェックを強化する。

(2)食 品衛生法第5条 の規定により衛生証明書の添付が義務づけられていない鳥獣肉類(ゲ ー

ム ミー ト、 ウズラ肉、キ ジ肉、 すずめ肉、ハ ト肉、 ホロホロ鳥肉、その他の肉類)に つ い

て輸入時、寄生虫 に関する規制制度を設ける。

(3)冷 凍食肉類 については寄生虫の死滅対策 として輸入時、中心温度が-30℃ 以下で7日 間

以上保存するなど、温度管理 に関する基準を定める。

(イ)キ ムチについて

今回の検査ではいずれの検体 か らも寄生虫卵は検出されなか ったが、近年学会や論文報告

等で韓国産キムチか ら感染が推定 される回虫症 や有鉤嚢虫症などの報告が多 く見 られるよう

にな った。また、海外の衛生環境 をみてみるとアジア近隣諸国や発展途上国では公衆衛生が

整備 されていない地域があり、 いまだ回虫等の消化器系寄生虫感染者が多 くみられる汚染地

帯がある。 これらのことから発展途上国の農村地帯 では人糞が直接肥料 として、 もしくは糞

尿が混入する公共下水道の汚泥が完全に加熱処理 されずに(野 積み発酵が不完全)堆 肥 とし

て使用 されていることが考え られ、輸入野菜や漬物類への寄生虫卵汚染が疑われている
。

オ おわ りに

輸入食品が寄生虫症 の原因 として疑われ、指摘 されている今 日、今後 もさらに安全性を確認

するため輸入状況を調査するとともに、汚染の恐れのある地域か ら輸入 される魚介類、食肉類、

野菜類、農産物加工品等 について寄生虫検査を継続 してい くことが必要である。
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表-1食 肉類の寄生虫検査結果

表-2韓 国産キムチの寄生虫卵検査結果
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(9)新 規開発食品な どバイオテクノロジーを応用 した食品の衛生学的調査

ア 調査 目的

近年、食品製造分野において遺伝子組換え作物の実用化が一段 と進んでいる。わが国におけ

る組換えDNA技 術を利用 した応用食品などの安全性については、組換え体そのものを食さない

場合 の指針(「 組換えDNA技 術応用食品 ・食品添加物の安全性評価指針」)が 平成4年 度より運

用 されているが、平成8年2月 、適用範囲に組換え体その ものを食す種子植物が付 け加えられた。

現在、指針 にあわせて販売 されている商品はキモ シン(凝 乳酵素)の みであるが、今後、遺伝

子が組換え られた野菜や果物の製造、販売が増大することが予想 され る。

以上のことか ら、バイオテクノロジーを応用 した食品の安全性を確保するため、実際に製造

過程で非意図的に有害副産物を生成 していないか、微生物の残存はないか、また、従来品 と比

較 した衛生的に問題 がないか等をキモ シンを中心に試験することとした。 また、生産効率や商

品価値を上 げた り、耐病性を持たせ るためバイオ技術を用いた、 トコブシ、 コマツナ、サ トイ

モ、 アスパ ラガスについても衛生学的調査を行 うこととした。

イ 調査方法

(ア)調 査期間 平成7年4月 よ り平成8年3月 まで

(イ)対 象品目

(1)キ シモ ン(組 換えDNA技 術を応用 した食品添加物)

天然キシモン1検 体、バイオキモシン1検 体

(2)ト コブシ(染 色体操作 により染色体を3本 もつ魚介類)

トコブシ(在 来種)1検 体、3倍 体 トコブシ1検 体

(3)コ マツナ(細 胞融合によるもの)

バイオコマツナ1検 体、 コマツナ(元 野菜)1検 体、キ ャベツ(元 野菜)1検 体

(4)サ トイモ(突 然変異によるもの)

バイオサ トイモ1検 体、サ トイモ(元 野菜)1検 体

(5)ア スパ ラガス(倍 体処理 によるもの)

4倍 体アスパ ラガス1検 体、 ニュー ジーランド産 アスパ ラガス1検 体

オース トラ リア産 アスパ ラガス1検 体

(ウ)検 査機関 都立衛生研究所 食品研究科中毒化学研究室、食品添加物研究科添加物第一研

究室、乳肉衛生研究科食肉魚介細菌研究室、栄養研究科栄養研究室、生化学研

究室

(エ)そ の他

(1)キ モ シン

キモ シン(凝 乳酵素)は チーズの製造の過程において、牛乳を凝固させ るために用 いら

れる分子量約3,100の 天然添加物である。キモシンは子牛の第4胃 から得 られるものであり、

最 も古 くか ら高品質のチーズの製造に用いられており、現在、最 も広 く使用されている。バ

イオキモシンの利点は以下のとおりである。

(a)バ イオキモシンを用いた方が価格が安 く、利益が上が る。

(b)天 然のキモ シンは子牛を用いるため、供給が安定 していない。

(c)最 終製品(チ ーズ)の 味は同等である。

(2)ト コブシ
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染色体操 作(三 倍体 処理、 雌性発生 、全雌 法)を した魚 介類 は既 に市場 に出回 って消費

者 に利 用 され て いる もの もあ る。 これ らの利 点 は以下 の とお りであ る。

(a)消 費拡 大 に結 びつ く大型魚 の効率生 産

(b)成 熟期 の成 長 と肉質 の低下 防止

(3)コ マ ツナ

コマ ツナは萎黄 病 に弱 く、苗 立枯 れ症 状 を呈 した り、発育 初期及 び中期 で発病 が認 め ら

れな くとも、収穫 期 にな って本 病が発生 す る こと もあ る。 これ に対 して キ ャベ ツは比 較的

強 い対病性 を示 す ことが知 られて い る。

今回、 キ ャベ ツと コナツナを プ ロ トプ ラス ト融合 させ、 コマ ツナ との交 配 を繰 り返 す こ

とで徐 々に コマ ツナに形態 を戻 し、 キ ャベ ツの病気抵抗 性 のみ残 す こ とを 目的 と した コマ

ツナを得 た。

(4)サ トイモ

バ イオサ トイ モはサ トイ モの培 養茎頂 に メチルニ トロソ ウ レア(MNU)処 理 して変 異 し

た系統か ら選抜 、育成 され た固 定品種で あ り、親芋 が球形 の調理加工 に適 した品種で あ る。

品種 の特徴 は以下 の とお りであ る。

(a)親 芋用 品種 で、葉柄 も食 べ られ る。

(b)芋 の形状 は球 状で、調 理加工 しやす い。

(c)肉 質 は粉質 で あ る。

(d)調 理時 にか ゆみが ない。

(e)皮 をむ いた後 の芋 は黄 褐色 に変色 しな い。

(f)調 理の煮込 みで芋 の煮 くづ れは しな い。

(5)ア スパ ラガス

バ イオア スパ ラガ スはアスパ ラガ スに コル ヒチ ン処理 を 行 って得 た個体 か ら選 抜 した育

成 した、4倍 体 の グ リー ンアスパ ラガスであ る。 品種 の特 徴 は以 下の とお りであ る。

(a)若 茎 の数 が 多 い。

(b)若 茎の太 さが太 い。

(c)ぎ 葉 長が長 い。

(d)ぎ 葉 の密度 が粗 であ る。

(オ)検 査項 目及 び検 査 方法

(1)キ モ シン:細 菌検 査(細 菌数、大腸菌 、大腸菌 群、黄 色 ブ ドウ球菌 、 ウェル シュ菌、

リス テ リア、 カ ン ピロバ クター)

動物試験:試 料 を メ タノール抽出 し、メ タノール留去後 、マ ウス体重1kgあ た り5009を

投 与 し24時 間観察 した。

変異原性 試験(Amesテ ス ト):試 料100gを メ タノー ル抽 出 しメタノール留去後10倍 と

20倍 濃縮 した後、 ろ過滅 菌 して検査 に供 した。

タ ンパ ク質分 析:二 次元配 置 による電気泳動 で、 タンパ ク質 組成 につ いてバ イオ と在 来

種 との差 を検討 した。

DLア ミノ酸 分析:ア ミノ酸分析機 によ り立体異 性体 の含有量 を検 査 した。

(2)ト コブ シ:動 物 試験 、変異 原性試験(Amesテ ス ト)、 タ ンパ ク質分 析、DLア ミノ酸分 析

(3)コ マ ツナ:動 物 試験 、変 異原性試験(Amesテ ス ト)
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(4)サ トイモ:動 物試験、変異 原性試験(Amesテ ス ト)、タンパ ク質分析、DLア ミノ酸分析、

栄 養分析(エ ネルギー、水分、脂質、炭水化 物、灰 分、Ca,P,Fe,Na,K,Mg,Cu,

Zn,レ チノール、 カ ロチ ン、 ビタ ミンA効 力、 ビタ ミンB1,ビ タ ミンB2,ビ タ ミ

ンC、 トコ フェロール、 ナイ ア シン、でんぷ ん、食 物繊維 、廃棄 率)

(5)ア スパ ラガス:動 物試験、変異原性試験(Amesテ ス ト)、 タ ンパ ク質 分析、DLア ミノ酸

分析、栄 養分析(エ ネルギ ー、水分、脂 質、炭水化物、灰分 、Ca,P,Fe,Na,

K,Mg,Cu,Zn,レ チノー ル、 カ ロチ ン、 ビタ ミンA効 力、 ビタ ミンB1,ビ タ

ミンB2,ビ タ ミンC、 トコフェロール、ナイ ア シ ン、で んぷ ん、食 物繊維、

廃棄 率)

ウ 検 査結 果

(ア)キ モ シンにつ いて

(1)細 菌 検査:い ずれ の検体 と も特記 すべ き菌 は検 出 され なか った。

(2)成 分 分析:い ずれ の検体 と も異常 はみ とめ られ なか った。

(3)純 度 試験:い ずれの検体 も規 格 に適合 した。

(4)動 物 試験:い ずれの検体 と も異常 はみ とめ られ なか った。

(5)変 異原 性試験:い ずれ の検 体 と も異常 はみ とめ られ なか った。

(6)タ ンパ ク質分 析:い ずれ も類 似 した電気 泳動結 果が示 された が、 スポ ッ ト数 が、 バイ オ

が16ス ポ ッ トで天 然が23ス ポ ッ トで あ った。

(7)ア ミノ酸 分析:モ ノア ミノカ ルボ ン酸、酸性 ア ミノ酸、塩基 性 ア ミノ酸、 ヒ ドロキ シア

ミノ酸、芳 香 族 ア ミノ酸 、硫 黄系 ア ミノ酸、 イ ミノ酸 につ いて比 較 した

結果、両者 間 の差 はみ とめ られなか った。

(イ)ト コブ シにつ いて

(1)動 物 試験:い ずれの検体 と も異 常 はみ とめ られなか った。

(2)変 異原性 試験:い ずれの検 体 とも異 常 はみ とめ られ なか った。

(3)タ ンパ ク質分 析:い ずれ も類似 した電気泳 動結果 が示 され 、 スポ ッ ト数 も同一 の値 であ

った。

(4)ア ミノ酸分 析:両 者 間の差 は み とめ られ なか った。

(ウ)コ マ ツナにつ いて

(1)動 物 試験:い ずれ の検体 と も異常 はみ とめ られ なか った。

(2)変 異 原性試 験:い ず れの検 体 と も異常 はみ とめ られ なか った。

(エ)サ トイモにつ いて

(1)動 物試 験:い ずれの検体 とも異常 はみ とめ られ なか った。

(2)変 異原性 試験:い ずれの検 体 とも異 常はみ とめ られ なか った。

(3)ア ミノ酸 分析:両 者間の差 は み とめ られな か った。

(4)栄 養分析:バ イオ、在来種、 四討食品成 分表 の サ トイモを比 較 した結果、 いず れの検体

と も差 はみ とめ られ なか った。 また、部位 別の シュ ウ酸の値 もほ ぼ同 じであ

った。

(オ)ア スパ ラガスにつ いて

a動 物 試験:い ずれ の検体 とも異常 はみ とめ られ なか った。

b変 異 原性試験:い ずれの検体 と も異常 はみ とめ られ なか った。
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cア ミノ酸分析:両 者間の差はみとめ られなかった。

d栄 養分析:バ イオ、輸入アスパラガス、四討食品成分表のアスパ ラガスを比較 した結果、

いずれの検体 とも有意な差はみとめ られなかった。バイオの ビタミンKの 値

が対照に比べて高 い値となった。

エ 考察 とまとめ

(ア)キ モシン

今回調査 した分析結果の範囲内では、安全性に問題 となるような点はみとめられなかった。

タンパ ク質分析では、バイオのスポッ ト数の方が少ない値 とな った。製造方法等の工程は不

明だが、バイオの方がより生成が行われていると考えられる。

(イ)ト コブシ

三倍体と在来種 との間では差 は認められず、毒性学的変化 も認められなかった。

(ウ)コ マツナ

バイオと元野菜 との間で差は認められず、毒性学的変化 も認 められなか った。

(エ)サ トイモ

バイオと元野菜 との間で差は認められず、毒性学的変化 も認められなか った。 また、形態

が異なっているにもかかわ らず、栄養学的にも有意 な差 は認め られなか った。

突然変異誘発剤 にニ トロソ化合物を使用 しているが、残留性については、何年 もかけて何

世代 も繰 り返 した中から選抜 していること、昔か ら利用されてきたことか ら問題がないとさ

れている。 このような突然変異の誘発は、自然界では起 こりに くい為、積極的に放射線をあ

てたり、ニ トロソ化合物を使用することが実際問題 として行われている。

今後、食品に使用 される突然変異誘発剤について情報収集が必要であろう。 また、突然変

異させた後の野菜 につ いて、栄養学的に差異がないか検討する必要があろう。

(オ)ア スパ ラガス

検査結果か らは安全性 に問題 となるような点はみとめられなかった。 ビタ ミンKに ついて

は、今回対照を元野菜ではなく輸入アスパ ラガスとしたため、環境条件や農業方式 の相違か

ら、誤差範囲でバ ラッキが生 じたと考え られ る。

オ おわりに

今回の調査で、在来種 と異なった毒性を もつ ものや、栄養学的変化のあ った食品及び添加物

は認められなか った。今後は、組換え体その ものを食す作物の輸入が始 まる可能性があること

か ら、生産国においての安全性の確認方法を調査すること、それ らに対応 した検査項目を再検

討 してい くことが必要である。
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(10)Vero細 胞毒素産生性大腸菌の汚染実態調査

ア 調査目的

1982年 にアメ リカ合衆国のオレゴン州 とミシガン州で、ハ ンバーガーを原因食品 とす る出血

性大腸炎が初めて報告 されて以来、その原因菌である腸管出血性大腸菌 が近年注目されてきた。

本菌 は、Vero細 胞(ア フ リカ ミ ドリサルの腎臓 由来 細胞)を 変成 、壊死 させ る蛋 白毒

(Verocytotoxin:VT)を 産生 し、 この毒素が病原性 そのものに密接 に関与 していることか ら

Vero毒 素産生性大腸菌(VTEC)と よばれることが多 くなった。

日本では、1990年 に埼玉県の幼稚園でVTEC O157:H7に よる集団下痢症が発生 し2名 が

死亡 した事件を契機 に注 目され るようになった。その後、集団発生事例、散発事例が多 く報告

されて いる。血清型 につ いては、O157:H7が 大部分を占めるものの、VTECと 確認されてい

る他の血清型 も患者糞便か ら検出されている。

感染源は、アメリカ合衆国の事例では、その多 くが牛であることが確認 され、食肉を介 して

人に感染することが明 らかにされている。 しか し、日本の事例では感染源はほとん ど特定 され

ていない。昨年度は輸入の牛肉につ いて調査 し、85品 目中4品 目(4.7%)か らVTECが 検出

された。

今年度は対象品目を挽 き肉としてその汚染実態について調査 したので報告す る。

イ 調査内容

(ア)実 施期間 平成7年4月 か ら平成8年3月(平 成6年 度か ら継続)

(イ)対 象施設及び調査実施方法 検体 は、都内の食肉販売店25軒 か ら購入 した。

(ウ)調 査品 目

(1)合 計 96品 目

(2)種 類別 牛挽 き肉 57品 目

牛豚合い挽肉 39品 目

(3)加 工所別 自店舗加工 90品 目23店 舗

センター加工 6品 目3店 舗

(4)原 材料別 専用挽 き肉材のみ 25品 目

成形残のみ 35品 目

その他 36品 目

(エ)検 査項 目 Vero毒 素産生性大腸菌(VTEC)

(オ)検 査機関 都立衛生研究所細菌第一研究科食中毒研究室

ウ 試験検査方法

VTECの 検出及 びVT型 別の確認は、Vero細 胞を用いた培養細胞法、 ラテックス凝集法、遺

伝子増幅法(PCR法)に より行った。 これ らで陽性が確認 された菌株は、血清型別試験を実施

した。

エ 調査結果

(ア)VTECの 検出状況

VTECの 検出状況を表1に 示す。VTECは96品 目中2品 目(2.1%)が ら検出 された。血

清型は現在調査中である。VTECが 検出された品 目の内訳は、牛挽 き肉及び牛豚合い挽 き肉

であった。

また、それ らの挽 き肉の原料 となる肉の組成を表2に 示 した。
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表1VTECの 検出状況

表-2原 料肉の素性

オ 考察 及 びま とめ

下痢原性大腸菌 は、今回調査 した毒素産生 性大腸菌(Verotoxin-Producing E.coli,VTEC)

の他 に 、 病 原 血 清 型 大 腸 菌(Enterpathogenic E.coli EPEC)、 組 織 侵 入 性 大 腸 菌

(Enteroinvasive E.coli EIEC)、 毒 素原性 大腸菌(Enterotoxigenic E.coli ETEC)の4種

類 に通常 分類 され る。 この うち、VTECは 、経 口的 に摂取 された場合 ヒ トの腸管 内 に定着 し、増

殖す る際 にベ ロ毒素(VT)を 産生 す る。 この毒素 が腸管 に直接 作用 し、出血性 下痢等 を 引 き起

こす と考 え られて いる。Vero毒 素 には免疫 学的 に異 な る2種 類 が知 られ てお り、それぞれVT1、

VT2に 分 類 されて いる。本菌 は、その毒 素産生 によ りVT1単 独、VT2単 独 及 び両毒素 産生 の3

種類 に分類 されて いるが、 その症状 に違 いは確認 され て いな い。

日本 で報告 されたVTECに よ る集団下痢 症例 を表4に 、散 発下痢症 例 を表5に 示す。 これ に

よ る と、 ヒ トの感 染症 由来株 と して高 頻度 に検 出 され て い る血清型 は、O157:H7で あ る。 散

発事例 を含め るとこの他 の血 清型 としては、O26:H11、O111:H-、O128:H2が 高 頻度 に

検 出 されている。VTECの 分離 は様 々な と ころで試 み られて い る。芝 浦食 肉衛 生検査所 及 び多

摩食肉 衛生検査 所で は、 と畜場 に搬入 された国産牛 の糞便及 び盲腸 内容物 か ら多種の血 清型 の

VTECを 分離 して お り、 ヒ トの感染症 由来 株のO157:H7も 検 出 されて いる。VT産 生 株 すべ て

が ヒ トに対 して害 を及 ぼすか否 か につ いては、不 明な点 もあ るが、可 能性 は否定 で きな い。

今回 の調査 では、VTECは96品 目2品 目(2.1%)か ら検 出 された。血 清型 は調査 中 で不明

あるが、市販 の挽 き肉 もVTECに 汚 染 されて いる ことが明 らか にな った。 昨年度 は、輸入 ブ ロ

ック肉 につ いて調査 した ところ、85品 目中4品 目(4.7%)か らVTECが 検 出 され て い る。今

回検出 された2品 目は国産 の牛 肉、 豚 肉が使 用 されてお り、国産 の肉 もVTECに 汚染 されて い

る可能性 が示唆 された。
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表4日 本で報告 されたVTECによる集団下痢症 例

():死 亡者数

表5日 本における散発下痢症か らのVTEC分 離状況
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なお、96品 目中明 らかに輸入 肉の使用がわか ってい るの は18品 目(18。8%)で あ った。牛 肉の流 通

状況 か らみ ると、輸入 品を使 用 した検 体の割合 が小 さ い。 この理 由 と して一 つ には、輸 入 チル ド肉 を

用 いた挽 き肉は退色 が激 しいた め原料 と してあ ま り用 い られ な いこと、二 つ めは、 検体 に占め るブ ラ

ン ド肉 の割合 が大 きか った こと等 が考 え られ る。

販売 店 にお ける肉 の温度管 理 を調査 した ところ全体 的 に良好 で あ った。挽 き肉 は表面 積が大 きいた

め、5℃ 以上 で保管 した場合 、肉 の退色 が著 しくな る、あ るいは ドリップがで る等 の悪影響 が顕著 とな

る。 そのため、商 品管理上 か らも低温保管 が徹底 されて いる よ うであ る。

従 って、 この温度 帯で保 た れて いる限 り菌 が増殖 す る ことは考 えに くい。 しか し、 アメ リカ合衆 国

のPadhyeら3)は 、E.coliO157を 検 出す るELISA法 を応用 した検 査法 によ り牛肉 のVTECO157菌 量

は1g当 た り0.4～1.5個 で あ る ことを報 告 して い る。 また、1992年11月 か ら1993年2月 にか けて ア

メ リカ合衆国 の4州 で発生 したハ ンバ ーガーを原因 と した0157に よ る事 件の疫学調 査 では、感染菌量

はハ ンバ ーガー1個 あた り1,000個 以下 と推 定 され てい る。 この ことは、本菌感染 症が、他の食中毒菌

に比べ て非常 に少量 で、つ ま り、増菌 の機会 がな くて も発症 す る可能 性が ある こ とを示唆 して い る。

また、菌 の存 在す る場所 につ いてみ る と、 テー ブル ミー トの よ うな ブ ロック肉 の場 合 は、菌 が検 出

され た として も、肉 が通常 の状 態で あれば その表面 に存在 し内部 まで侵入 す る ことは考 え に くい。 し

か し、 ハ ンバ ーガー等 の原材料 と しての挽 き肉 に菌が存在 して いた場合 、均 一 に菌 が 分布 し、 その内

部 まで菌 が存在 す る。 そ して、不十分 な加熱 に よ り菌 が生 き残 る可能 性が あ り、 危険 性 はよ り高 くな

る。

一方 、牛 肉中 の0157の 熱抵抗性 は表6に 示 すよ うに、62.8℃ のD値 は24秒 で あ り、サル モネ ラの

同 じ条 件 におけ るD値 が36～42秒 で あ ることか ら、 サルモ ネ ラよ り も弱 い といえ る。

以上 の ことか ら、市 販の挽 き肉の一部 はVTECに 汚染 されて い ることが確認 され、少量 の菌 数で発

症 す る可能性 があ るが、本 菌 は熱抵抗制 が弱 く十 分加熱 す る ことによ り本菌 感染 症 を防止 す るこ とが

で きる と考 え る。

今 後 は、 レバ ー刺、牛 刺、 牛た た き等 生食 す る ものを対象品 目 として、引 き続 き調 査 を継 続 し汚染

実態 の解 明 に努 めた い。

表-6牛 肉中のVTEC O157:H7の 熱抵抗性
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(11)ミ ネラル ウォー ター類の衛生学的実態調査

ア 調査 目的

市販のボ トル詰 め ミネラルウォーター類(以 下、 ミネラルウォーターと称す)は 、水道水に

対す る味や安全性 についての疑問等を背景として、 このところ家庭用消費が急増 している。

また、平成6年 、平成7年 の2年 続 きの渇水、さらに、平成7年1月 の阪神 ・淡路大震災を契

機 と して、非常用の備蓄水 としての認識 も高まっている。当所では、従来か ら夏季、歳末の一

斉監視時に、 ミネラル ウォーターの収去検査を行ってきたが、平成4年 度か ら平成6年 度までの

109検 体中、 ミネラルウォーター製造時の原水の基準である一般細菌数100個/mι を超えたも

の(当 所の判定基準では 「検討」)は20検 体(18.3%)で あった。

しか し、 このような製品を長期保存 した場合の品質につ いてはまだ検討がされていない。

このような状況をふまえ、当班では、製造方法の異なる3種 類の ミネラルウォーターを選び同

一の ロット中の微生物数のバラッキ状況を把握 した上で、 これ らの製品を長期保存 した場合の

品質の変化を検討 した。

イ 調査方法

(ア)調 査期間 平成7年4月 か ら平成9年3月 まで(次 年度に継続)

(イ)対 象品 目 製造方法の異なる ミネラルウォーター3種 類

A加 熱殺菌、除菌 ろ過共に行っていない製品…(以 下Aと 略す)

B除 菌 ろ過のみ行 った製品(未 加熱の製品)…(以 下Bと 略す)

C加 熱殺菌を行 った製品 …(以 下Cと 略す)

同一製品、同一 ロットを各300本 、都内の ミネラルウォーター販売店より購入 し、100本 毎、

購入時、6ケ 月後、および1年 後 に検査を行 う。

(ウ)検 査項目 細菌数(一 般細菌、低温細菌)、 大腸菌群、真菌、官能検査

(エ)検 査機関 東京都立衛生研究所 微生物部細菌第一研究科食品細菌研究室

微生物部細菌第一研究科真菌研究室

ウ 検査結果

(ア)Aの 微生物学的品質

(1)一 般細菌数の成績 は、購入直後は101～1000個/mι が50検 体、1,001個 以上/mι が3検

体あったが、6ケ 月後では101個 以上/mι が12検 体 となり、減少傾向を示 した。(図-1)

図-1Aの 一般細菌数 細菌数 〔個/mι 〕
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(2)低 温細 菌数 の成績 は、購入 直後はすべ て100個 以上/mι で あ ったが、6ケ 月後 で は、10

個以下/mι が5検 体 、10～100個/mι が89検 体 とな り、減少傾 向 を示 した。(図-2)

図-2Aの 低温細菌数

(3)大 腸菌群 、真 菌 、 官能 検 査 の成績 は、6ケ 月後 で は、検 査 した100検 体 中1検 体 か ら

Penicillium属 の真 菌が検 出 された。 また、保存 中 の200検 体 中3検 体 に ミネ ラル成分 によ

る沈澱 が認 め られた。 なお、大腸菌群 の結果 には変化 がみ られなか った。(表-1)

表-1Aの 大腸菌群、真菌、官能検査

(イ)Bの 微生物学的品質

(1)一 般細菌数の成績は、購入直後は10001個 以上/mι が13検 体あり、高い値を示すもの

も認められたが、6ケ 月後では10個 以下/mι が83検 体 となり、減少傾向を示 した(図-3)

図-3Bの 一般細菌数
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(2)低 温細菌 数 の成 績 は、購入 直後 は101～1000個/mι 、1001～10000個/mι 、1001個

以上/mι が、それぞれ、16検 体、2検 体、2検 体 であ ったが、6ケ 月後 では、それ ぞれ、22

検体 、12検 体、3検 体 とな り、やや増加 傾向 を示 した。(図-4)

図-4Bの 低温細菌数

(3)大 腸菌群、真菌、官能検査の成績は、購入直後 と6ケ 月後の間で変化はみ られなかった。

(表-2)

表-2Bの 大腸菌群、真菌、官能検査

(ウ)Cの 微生物学的品質

(1)一 般細菌数

購入直後はすべて10個 以下/mι であ った。6ケ 月保存後は17個/mι 検出 したものが

1検 体あったが、残 りはすべて10個 以下/mι であった。

(2)低 温細菌数

購入直後はすべて10個 以下/mι であった。6ケ 月保存後は66個/mι 検出 したものが

1検 体あったが、残 りはすべて10個 以下/mι であった。

(3)大 腸菌群、真菌、官能検査

購入直後 と6ケ 月後の間で変化はみ られなかった。(表-3)

表-3Cの 大腸菌群、真菌、官能検査
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エ 考 察

今回実施 した ミネラルウォーターの保存試験の微生物学的成績は、A、B、C、3銘 柄 とも大腸

菌群は検出 されず、腸管系病原菌により汚染のないことが確認 された。 しか し、一般細菌、低

温細菌の購入直後及び6ケ 月保存後の検出状況は3銘 柄ではそれぞれ異なっていた。

各銘柄における一般細菌数の分布は、購入直後ではAは10個/mι か ら103個/mι 台まで、

Bは10個/mι か ら104個/mι 台まで広い範囲に分布 していたが、加熱殺菌 されたCで はほと

んど検出されなかった。6ケ 月保存後ではAお よびBは 購入直後 と比較 して減少傾向であり、C

では購入直後とほぼ同 じであった。

一方、低温細菌数は一般細菌数 と比較 してA、Bは ともに高い値を示 した。購入直後ではAは

すべて100個/mι 以上であったが、6ケ 月保存後では減少する傾向が認められた。

しか し、BはAと 異な り、保存によって増加する傾向がみられた。加熱殺菌 されたCで は、購

入直後および6ケ 月保存後 ともほとん ど検出されなか った。

真菌ではPenicillium属 がAの6ケ 月保存後の1検 体か ら検出され、保存期間が延長された場

合、保存状態によっては菌糸の増加によ り異物 として 目視 され、食品衛生法違反の原因 となる

可能性が危惧 された。

また、化学的変化 として、 ミネラル成分による沈澱がAの6ケ 月保存段階200検 体のうち3検

体に認められた。水質由来の沈澱物は品質の劣化 とは言い難いが、消費者か らの苦情 につなが

る可能性があり、非常用の備蓄水 として供 されることも考慮 して、品質保持期限の設定は更に

慎重 にすべきである。

現在、一般に市販 されている ミネラルウォーターは、販売 目的が備蓄を目的 とした ものでは

なく、ある程度の保存は可能であるが、長期間保存後の品質の劣化については未だ厳密な検討

成績がないため、その安全性は確立 されていない。今回検討 した ものでも、購入後6ケ 月を経過

した製品の中には品質の劣化 したとみ られる検体が認 められた。長期間の備蓄を目的 とする場

合には、製造、容器、流通、保存条件についての検討を行い、改善を図 る必要があると考える。
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(12)機 能性成分を素材 とした加工食品の実態調査

ア 調査 目的

近年、消費者の健康志向に伴い、食品に対するニーズは、味覚、栄養摂取の目的か ら、疾

病や肥満の予防、生理機能の調節、生体防御などの体調調節機能 まで求 める傾向にある。

こうしたニーズに対応 して、各種機能成分に対する調査研究が行われ、ある種の保健効果

が期待 される機能性成分が出現 している。その一つに茶抽出物(カ テキン類)が あ る。茶抽

出物には抗 う蝕性(虫 歯予防)な どの機能を有することか ら多 くの食品に添加 されているが、

一方中枢神経の興奮等の生理活性を有するカフェイ ンの混入 も疑われる。 そこで、茶抽出物

を添加 したガム、キ ャンディ、チ ョコレー トについて、実態調査を行 った。

イ 調査方法

(ア)実 施期間 平成7年4月 ～平成8年3月(新 規事業)

(イ)対 象品目 ガム:26検 体、キ ャンディ:27検 体、チ ョコレー ト:12検 体 計65検 体

(ウ)対 象品 目の収集方法 管内のスーパーマーケ ッ ト6店 舗か ら、購入 し調査 した。

(エ)検 査項目 メチルキサ ンチ ン類(3項 目)、 カテキ ン類(6項 目)、 糖類(10項 目)

食品添加物:保 存料、甘味料、 タール系着色料、二酸化硫黄、アスコルビ

ン酸およびエ リソル ビン酸(キ ャンディのみ)

(オ)検 査機関 都立衛生研究所 生活科学部 食品研究科 第四研究室

都立衛生研究所 生活科学部 栄養研究科 食品分析研究室

ウ 調査結果

今回調査対象 とした茶の抽出物には緑茶抽出物、 ウーロン茶抽出物、その他の茶抽出物があ

る。 これら3種 類をあわせて茶抽出物 ということにする。

表-1茶 抽出物の種類による検体区分 (検体数)

(ア)ガ ムにつ いて

茶抽 出物添加23検 体及 び ブラ ンクと して無添 加3検 体 の計26検 体 につ いて検査 した。

(1)カ テキ ン及 び エ ピカテキ ンは8検 体(35%)か ら0つ1g/kg未 満 検出 され た。 また、エ

ピカテキ ンガ レー トを8検 体(35%)か ら0.01未 満 ～0.01g/kgの 範 囲 で検 出 した。 エ

ピガロカテキ ンは6検 体(26%)か ら0.01未 満～0.01g/kgの 範 囲で検 出 された。 また、

エ ピガロカテ キ ンガ レー トは15検 体(65%)か ら0.Ol未 満～0.05g/kgの 範 囲 で、 ガ

ロカテキ ンガ レー トは9検 体(39%)か ら0.Ol未 満～0.02g/kgの 範 囲で検 出 され た。

種類 別で は、緑茶抽 出物添加 の70%の 製 品か ら各 種 カテキ ン類 が検 出 され、 ウー ロ ン茶

抽 出物添加 の86%の 製 品か らはエ ピガロカテキ ンガ レー トのみが検 出 され た。 一方、無
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添加 の3検 体 か らは、検 出 されなか った。

(2)カ フェイ ンは茶抽 出物添加23検 体 中18検 体(78%)か ら0.01～1.6g/kgの 範囲 で検 出

された。無添加 品 か らは検 出 され なか った。 また テオ ブロ ミン及 びテ オ フ ィ リンは検 出 さ

れ なか った。

(3)一 般的糖類 では、 フル ク トースが18検 体(69%)か ら0.3～1.3g/100gの 範囲 で、 グル

コー スが24検 体(92%)か ら2.2～59g/100gの 範囲 で検 出 され た。 また シュー クロー ス

を24検 体(92%)か ら6.3～67g/100gの 範 囲で、 ラク トースを4検 体(15%)か ら3.4

～10g/100gの 範囲 で、マル トー スは6検 体(23%)か ら1.1～7.6g/100gの 範囲 で検 出

した。糖 アル コール は、 マ ルチ トールが2検 体 か ら各 々30g、71g/100g検 出 され、 ソル

ビ トールが1検 体 か ら11g/100g検 出 された。 砂糖 の誘導体 では、パ ラチ ノー スが6検 体

か ら1.6～23g/100gの 範囲 で検 出 され た。

(4)2検 体(8%)か ら、安 息香酸が各 々0.02g/kg検 出 された。

(イ)キ ャ ンデ ィにつ いて

茶抽 出添加23検 体及 びブ ランクと して無 添加4検 体 の計27検 体 につ いて検 査 した。

(1)カ テキ ン、 エ ピカ テキ ン、 エ ピカテキ ンガ レー ト及 び エ ピガ ロカテキ ンは各9検 体(39

%)か らそれ ぞれ0.01g/kg未 満、0.01未 満～0.03g/kg、0.02～0.06g/kg及 び0.02～

0.14g/kgの 範囲 で検出 された。 また、エ ピガロカテキ ンガ レー トを19検 体(83%)か ら

0.01未 満～0.27g/kgの 範囲 で、 ガ ロカテキ ンガ レー トを17検 体(74%)か ら0.01未 満

～0 .06g/kgの 範囲 で検出 した。

種類 別では、 緑茶抽 出物添加製品 中 の主 な カテキ ン類 は エ ピガロカ テキ ンガ レー ト及 び

ガ ロカ テキ ンガ レー トで あ った。一 方無添 加 の4検 体 か らは検 出 されな か った。

(2)カ フェイ ンは、茶 抽出物添加23検 体 中、20検 体(87%)か ら0.01未 満～0.13g/kgの

範 囲で検出 され た。一 方、無添加 品 か らは検 出 され なか った。

(3)フ ル ク トー スは25検 体(93%)か ら1.4～13g/100gの 範囲 で、 グル コー スは27検 体

(100%)か ら1.2～18/100gの 範 囲で検 出された。 シュー クロー スは27検 体(100%)か

ら8.7～57g/100gの 範囲で、ラク トー スは2検 体か ら各 々4.9g、5.4g/100gを 、マル トー

スは26検 体(96%)か ら5.7～39g/100gの 範 囲で検 出 された。 マル チ トールは1検 体 か

ら30g/100g検 出、 ソル ビ トールは2検 体 か ら各 々2.3g、4.4g/100g検 出 された。 パ ラ

チノー スは1検 体 か ら12g/100g検 出 され た。

(4)ア スコル ビン酸 は13検 体(48%)か ら、0.17～35g/kgの 範囲 で検 出 された。

(ウ)チ ョコレー トにつ いて

茶抽 出物添加9検 体 お よび プラ ンクと して、無添加3検 体 の計12検 体 につ いて検 査 した。

(1)エ ピカテキ ンガ レー トは8検 体(89%)か ら各 々0.01g/kg未 満 、又 エ ピガ ロカテ キ ン

ガ レー トが8検 体(89%)か ら0.03～0.049/kgの 範 囲 で検 出 された。無添 加品 は検 出 さ

れなか った。

(2)カ フェイ ンは茶抽 出物添加9検 体 すべてか ら0.14～0.319/kgの 範 囲 で検 出 された。一

方、無 添加 の3検 体 か らも0.15～0.329/kgの 範囲 で検 出 された。 ま た、 テオ ブロ ミンは

12検 体 すべてか ら1.2～2.29/kgの 範囲 で検出 され たが、 テオ フィ リンは検出 されな か っ

た。

(3)シ ュークロー スは、12検 体(100%)か ら21～349/1009の 範 囲で検 出 され、 ラ ク トー
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ス も12検 体(100%)か ら7～21g/100gの 範囲 で検 出 された。 その他 の糖類 は、検 出 さ

れ なか った。

(4)食 品 添加物 は、 いず れの検体 か ら も検 出 され なか った。

エ 考 察

(ア)カ テキ ン類 につ いて

(1)カ テキ ン類検 出検体 すべて に茶抽 出物添加 の表示 が あ り、 カテキ ン類 は、茶抽 出物 の添

加 に由来す る もの と考 え られ る。

(2)む し歯 は口腔内細菌 の一種 であ るStreptococcus mutansに より歯面 に歯垢 を形成 し、歯

垢 内 で細菌 が酸 を生成 し、 これ が歯 の エナ メル質 を侵 すために引 き起 こされ る。 カテ キ ン

類 は、 このS.mutansの 増殖 を抑制 し、さらに歯垢形成 の原因 とな る不 溶性 グルカ ンの生 成

を抑制 す るといわれて いる。表-2か ら緑茶抽 出物 は6種 のカテキ ン類 を含 むが、その主 要

構 成成 分 はエ ピガ ロカテキ ンガ レー ト、 ガロカテキ ンガ レー ト及 びエ ピカテキ ンガ レー ト

で あ った。

(3)ウ ー ロ ン茶抽 出物か らはエ ピガロカテキ ンガ レー トの みが検出 され たに過 ぎなか ったが、

これ は ウー ロ ン茶 抽出物 の主要活性 成分 が、 カテキ ンの重合体 で あ り、今回の検査 で は分

析 を行 って いな い。 この点 につ いて は今後 、調 査 を行 う予定 であ る。

表-2茶 抽出物添加製品か ら検出されたカテキ ン類の検出状況

(イ)メ チル キサ ンチ ン類 につ いて

表-3に 、今回検 査 した ガム、キ ャンデ ィ及 びチ ョコ レー トにつ いて、緑 茶抽出物添 加群 、

ウー ロ ン茶抽 出物 添加 群及 び無添 加群 に分 け、 カ フ ェイ ンの最大検 出値 及 び平均 値 をま とめ

た。 〔最大 値(1.6g/kg)を 検 出 した1検 体 を除 く〕

表-3添 加群 と無添加群の検出状況(カ フェイン)(g/kg)
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(1)茶 抽 出物を添加 した ガム、 キ ャ ンデ ィか らカフ ェイ ンが検 出 され たが、 カフェイ ン含有

の表示 は されて お らず、 特 に幼児 向 け食 品が多 い ことか ら注意 表示等 の配慮 が必要 で あ ろ

う。 ちなみに、0.13g/kgの カ フェイ ンを検 出 した キ ャ ンディ100gを 喫 食 する ことは、一

般的 な煎茶70mι 前 後 を飲用 した場 合 に匹敵 す る。

(2)チ ョコレー トのカ フ ェイ ン量 は、天 然 由来 のバ ックグ ラウン ド値 が高 いため に茶抽 出物

添加 群 と大 きな差 は認 め られなか った。

(3)最 大値(1.6g/kg)を 検 出 した ものは、眠気予 防を売 り物 に した大 人向 けが ム(9枚 入、

約27g)で あ り、 これは カ フェイ ンの生 理活性 を期 待 して添加 され た もので あ る。

(4)テオ ブロ ミンは、 チ ョコ レー トのすべて か ら検 出 された が、 これ も天 然 由来で あ る。

(ウ)糖 類 につ いて

(1)表-4のXは 、 う蝕原性 の一般 的糖類 の平均値、Yは 低 う蝕原生 の糖 アル コール及 び砂 糖

の誘 導体 の平均 値で あ る。各群 の合 計平均値 か ら、 ガム、 キ ャンデ ィ及 びチ ョコ レー トは

高含糖 食品 であ る ことが確認 された。 また、茶抽 出物添 加群 には 「歯 を大切 に、茶抽 出物

入 り」 等 の表示 が されて いた。一 方、市場 にお け る占有 率 の高 い無添加 群 は、 一部 を除 い

て、 う蝕原生 の一般 的糖類 の使 用が多 く、む し歯 予防対 策 は特段 講 じ られ ていな い と思 わ

れた。

(2)砂 糖不使用を うた って いるものが2検 体 あった。一 つ には 「む し歯 にな らな いパ ラチ ノー

ス、マルチ トールを100%使 用」等 の表示が あ り、検査結果 はマル チ トール30g/100g、 パ

ラチ ノース23g/100gで あった。 他方 は 「む し歯 の原因(酸)を 作 りませ ん」等 の表示 が

あ り、結果 はマ ルチ トール71g/100g、 エ リス リ トール6.8g/100g、 マ ンニ トー ル1.4g

/100gで あ った。

(エ)安 息 香酸 はガム2検 体 か ら各0.02g/kg検 出 されたが、 原料由来 と推察 され る。

表-4う 蝕原性区分による糖類の検出状況(g/100g)

オ まとめ

(ア)カ テキ ン類 は、無添 加群か らは検 出 されず、茶抽 出物 添加群か らのみ検 出 され、添 加 した茶

抽 出物 に由来す る もの であ った。

(イ)カ フェイ ンは、 ガ ム18検 体 、キ ャ ンデ ィ20検 体 、チ ョコ レー ト12検 体の計50検 体 か ら0.

01未 満～0.32g/kgの 範 囲で検 出 した。 この うち、ガム及 びキ ャ ンデ ィか ら検 出 した ものは、

概 ね茶 抽出物 に由来す るもので あ った。

(ウ)使 用 され る糖類 は、 シュークロース、グル コース、 フル ク トースが多 い。 いずれ も、 う蝕原

性 の糖 で あ り特 に子供 向 けの菓子 類 には、 さ らな るむ し歯 予防対策 が望 まれ る。
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(13)国 産野菜 ・果実の残留農薬実態調査

ア 調査 目的

平成7年 は、円高などの影響で輸入野菜が激増 し、5年 連続で市場最高記録 を更新 した。

野菜の自給率に関 しては、農水省の 「92年の食料需給表」によると、減少傾向にあるが、 い

まだ90%を 占めている。

このよ うな状況にあって、厚生省は、食品衛生法による残留農薬基準(以 下 「残留農薬基準」

という)を 見直 し、平成8年3月1日 よ り108種 類の農薬を告示 し、さらに、2000年 までに少

なくとも200農 薬の基準 を設定す る予定 にある。

こうした基準改定の動 きの中で、国産野菜 ・果実の残留農薬の実態を把握する必要性は増大

しているといえる。

残留農薬実態調査は、昭和53年 度から継続 して実施 して いる。今年度は、新 しい残留農薬基

準に対応す るため検査項目に新たな農薬を追加 し、昨年度農薬の検出率が高かった作物、近年

の検査実績 が少 ない作物など50品 目について残留農薬の調査を行った。

なお、その内訳について、30品 目は、無農薬栽培等の名称をつけず一般 に流通 している農産

物(以 下 「慣行栽培農産物」という)、15品 目は、いわゆる無農薬栽培の農産物(独 自の栽培基

準による減農薬栽培及 び有機栽培を含む、以下 「無農薬栽培等」という)及 び、5品 目は、農林

水産省 による 「有機農産物等に係わる青果物等特別表示 ガイ ドライン」 に則 した表示のあ る農

産物(以 下 「表示 ガイ ドライン」という)に ついて調査 したのであわせて報告する。

イ 調査方法

(ア)実 施期間

(1)慣 行栽培農産物

平成7年5月 ～平成7年11月

(2)無 農薬栽培等農産物

平成7年5月 ～平成7年12月

(3)表 示 ガイ ドライ ンに基づ く農産物

平成7年7月 ～平成7年10月

(イ)検 査実施方法

(1)慣 行栽培農産物

多摩地区内のスーパー4ケ 所、その他2ケ 所か ら市場流通 していた ものを検体 とした。

(2)無 農薬栽培等農産物

多摩地区の無農薬及び減農薬栽培などの農産物専門販売所2ケ 所、多摩地区のスーパー1

ケ所か ら、市場流通 していたものを検体 と した。

(3)表 示 ガイ ドライ ンに基づ く農産物

多摩地区の無農薬及 び減農薬栽培等の農産物専門販売店1ケ 所

(ウ)調 査品 目

(1)慣 行栽培農産物

市場流通量の多 い農産物を中心に、以下 に述べる11種 類30品 目の農産物について調査を

実施 した。

aピ ーマ ン

過去7年 間で検査件数の半数以上か ら農薬を検出 したため。
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bキ ュウ リ

市場流 通量 は多 い に もかかわ らず、最 近の調 査実績 が少な く、 また昨年度 、製 造 中止

とな ったCNP(ク ロロニ トロ フェ ン)を 検 出 した ため。

Cミ ニ トマ ト

過 去 の調査 で農 薬 の検 出率 が高 いた め。

d食 用 ぎ く

過去3年 間 の検 査 で、11検 体 中8検 体 か ら農薬 が検 出 し、内4検 体 か ら登録 保 留基準

を超 えて農薬 を検 出 したた め。

eサ ニー レタス

当班の過去12年 間 のデータでは、昭和62年 度 に集中的 に調査 を行 って お り農 薬 の検出

率 は42.8%で 高 率 に農薬 が検 出 して いる。

fコ マ ツナ

農薬 が比較 的多 く検 出す るが最 近 の検査実 績 が少 ない。 また、 主産地 が東京 近郊 で あ

り、 栽培状 況 の把握 が し易 い と考 え られ るた め。

gそ の他

レタス、 トマ ト、ニ ンジン、ブ ドウ、ホウ レンソ ウの5種 類 の農産 物 につ いて調 査 を実

施 した。

(2)無 農薬栽培等 農産物 及 び、表示 ガイ ドライ ンに基 づ く農産物

無農薬栽培 な ど と して販売 され てい る農産物 の実態 を把握 す るた め、過 去 当班 で実 施 し

た国 内産慣行栽 培 で比較的残留 農薬 の検出率 が高 か った ものを重 点 に、農産物 の品 目 とし

て10種 類20品 目につ いて調査 した。

入手先 はB、D、H、Iの 系列 で、各系列 の入手 品 目は以下 の とお りである。 なお、○数字

は、表 示 ガイ ドライ ンに基づ く農 産物 の数 であ る。

a入 手先B系 列

ピーマ ン1、 ミニ トマ ト1、 サ ニー レタス1、 レ タス1、 ホ ウ レンソウ1、 コマ ツナ1

b入 手先D系 列

コマ ツナ(1)、 トマ ト1、 ニ ン ジ(1)、 レタス(1)、 ピーマ ン(1)、 ホ ウ レンソ ウ(1)、

c入 手先H系 列

トマ ト1、 ニ ンジン、 コマ ツナ1、 レタス1

d入 手先I系 列

ピーマ ン、 ホ ウ レンソウ1、 トマ ト1、 レタ ス1

(エ)検 査農薬

表1-1及 び表-1-2の とお り、 昨年度 の57農 薬 の検査項 目 に、新規基準 設定 農薬 を含

め、新 たに3農 薬 を追加 し、60農 薬 と した。 なお、 ピーマ ン1検 体 につ いて は、 スル プロホ

スを追加 して検 査 を 行 った。

(オ)検 査機 関

都 立衛生研究 所 生 活科学部 食品 研究科 農薬分析研 究室

(カ)試 験 検査法

(1)検 査法

食品衛生法第7条 に基 づ く食 品、添加物 の規格基準 中、果実 、野菜 及 び茶 の成 分規格 の試
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験法 に準拠 した。

(2)検 出 限界

a慣 行栽培 農産物

残 留農薬 基準、農 薬取締 法 によ り登録保 留基準(以 下、 「登 録保留 基準」 とい う)

の あ る農薬 基準 の1/10

(た だ し、 この値が0.01ppmを こえ る場 合 は、0.01ppmを 検出限界 と した。)

そ の他農薬 0 .01ppm

b無 農薬 栽培 等農産物 及 び、表示 ガイ ドライ ンに基づ く農産物

総BHC 0.005ppm

そ の他 農薬 0.01ppm

ウ 調査結果

(ア)慣 行栽培 農産物

表-1-1及 び表-1-2の とお り、30品 目につ いて検査 した ところ、29種 類の農薬 を検

出 した。 その うち、残 留農薬 基準 に違反 す る もの は、 ジクロルボ スであ った。

また、登 録保 留基準 を超 えて検出 した農薬 は、 ダイ ア ジノ ン、DMTP、 イ ソキサチオ ンメ

ソ ミル2検 体 で あ った。(表-2)

作物別 で は食 用菊 は5品 目全 てか ら12種 類 の農薬 を検 出 した。 その うち、1品 目か ら残留

農薬基準 を超 えて ジクロルボ スを検出 した。 また、2品 目か ら登録保留基準 を超 えて ダイア ジ

ノ ンとDMTPを 検出 した。

サニ ー レタスは5品 目中4品 目か ら7種 類 の農薬を検出 した。 その うち、1品 目か ら登 録保

留基準 を超 えて イ ソキサ チオ ンを検 出 した。

レタスは1品 目中1品 目か ら登録保留基準 を超 えて メ ソ ミルを検 出 した。 ピーマ ンは4品 目

全 てか ら6種 類 の農薬 を検出 した。

コマ ツナは4品 目中1品 目か ら2種 類 の農薬 を検 出 した。 この うち、 メソ ミルは登録保 留基

準 を超 えて検 出 した。

ミニ トマ トは2品 目中1品 目か らイ ソキサ チオ ンを検 出 した。 ブ ドウ4品 目、ニ ンジン2品

目、キ ュ ウ リ、 ホ ウレンソ ウ、 トマ ト各 々1品 目につ いては、農薬 を検 出 しなか った。

残留農薬 基準 に違反 す る農薬 が検 出 した食用 菊 は、生産地 の関係機関に通知 した。 なお、登

録保 留基 準 を超 えて農薬 が検 出 した検体 につ いて も関係 機関 に指導 を依頼 した。

(イ)無 農薬栽 培等 農産物及 び、表 示 ガイ ドライ ンに基づ く農産 物

表-3の とお り、20品 目 につ いて検 査 した と ころ、残留農薬 基準 に違反 す る もの及 び、 登

録 保留基準 を超 え て検 出 した ものはなか った。

(1)無 農薬 栽培等 農産物15品 目につ いて検査 した と ころ、B系 列 の ミニ トマ ト1品 目(減 農

薬栽培)か らプロ シ ミ ドン0.21ppm、D系 列 の トマ ト1品 目(減 農薬 栽培)か らプ ロ シ ミ

ドン0.05ppm、1系 列 の ピーマ ン(無 農薬 栽培)か らメ ソ ミル0.07ppmを 検 出 した。

(2)表 示 ガイ ドライ ンに基 づ く農産物5品 目につ いて検査 した ところ、農薬 を検 出 しなか った。

エ 考 察

(ア)慣 行栽培 農産 物

(1)全 体 の検 出率 につ いて

全体 の検 出率(検 出品 目数/総 品 目数 、53%)は 、過去10年 間の平 均値(28%)に 比
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べ、差が認められた。検査農薬を平成5年 度に40農 薬から54農 薬 に増加 させていることか

ら、一概には比較できないが、従前から実施 している40農 薬のみで比較 して も、今年度の

検出率は40%で あ り今年度は、農薬が高率で検出 していると言える。原因 として想定でき

る主な ものを列挙すると以下のようになる。

a菊 やサニー レタス、 ピーマ ンといった過去に農薬の検出率が高い作物を多 く検査 して

いる。

b昨 年6月 以降、全国的に害虫(ハ スモンヨトウ、カンザワハ ダニ等)の 発生が、例年よ

り多 く見 られたため、農薬の使用量が増加 した。

c年 間の降水量が東京で約200mmも 減少するなど、少雨傾向によって、水和剤や乳剤 と

して使用されることの多い農薬が、雨で流れ落ちずに残留 した。

d少 雨傾向によって日照時間 が増加 し、特に果菜類などは発育 が順調であったため、農

薬の休薬期間前 に収穫する場合が多 くみられ、農薬が分解失効する時間的余裕がなかっ

た。

現在、農薬の使用方法の中心は、選択性にある農薬による臨機防除(治 療的防除)か ら、汎

用性 のある農薬による計画的な予防散布に移 り変わっている。干ばつなどの自然条件の変化

に対応 したきめ細かな農薬の散布方法を検討する必要がある。

(2)残 留農薬基準の設定について

今回、29検 体か ら16種 類の農薬 を検出したが、残留農薬基準が設定されているものは、

食用菊のジクロルボス、イプロジオ ン、フェニ トロチオ ン、マラチオ ン、サニー レタスの

マラチオン及びピーマンのイプロジオ ンの4農 薬 であった。残留農薬基準の設定率は27.5

%で あった。

その他の農薬12種 類は、残留農薬基準が設定 されていなかった。その内、全ての作物に

ついて基準のない農薬はTPN、DMTP、 イソキサチオ ン、スルプロホス、メ ソミルの6種

類であった。また、検出 した作物 に基準が設定 されていなか ったのが、食用菊の ダイアジ

ノン、サニー レタスのカルバ リル、ジメ トエー ト、プロチオホス、ピーマ ンの フェントエー

ト、 コマツナのEPNの6種 類7検 体であった。

また、登録保留基準を超えた5検 体中4検 体は、残留農薬基準が設定されていなかった。

このように、実際に検出される農薬は、残留農薬基準が設定 されていない場合が多 く見受

けられる。

(3)サ ニー レタス及 びレタス

サニーレタスは、昭和62年 度および昨年度の調査TPNが 登録保留基準を超えて検出 して

おり、今年度 も高率に農薬を検出 した。

非結球の レタスは、その形状や表面積が大きい ことから結球 レタスより農薬の残留する

可能性が高いと考えられる。実際に、当班の過去 の検査結果か らも非結球 の レタスは、結

球 レタスの約2倍 の検出率である。 また、喫食形態のほとんどが生食であることか ら、今後、

継続的な調査を実施する必要性がある。

(4)ピ ーマン

ピーマンは、検査 した4品 目全てから農薬を検出 した。過去の当班の調査か らも、地域や

生産時期を問わず多 くの農薬が検出される作物 である。

農薬の検出率は、過去7年 間で菊、 ミツバに次 いで高いが、検出値は登録保留基準値の1.
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8%か ら26%の 値であった。

今回、検出された農薬は全て農薬取締法の適正使用基準または安全基準が定め られて い

る。過去7年 間の検査で9種 類の農薬が検出 しているが、適正または安全使用基準が定 め ら

れていない農薬が検出したのは、プロチオホスとフェノブカルブの2農 薬のみであり、登録

保留基準 や残留農薬基準を超えて検出されたものはなかった。

こうしたことか ら、 ピーマンは、農薬が概ね適正に使用 されていると考 えられる。

(5)食 用菊

食用花 は、平成3年 度か ら調査 しているが、食用花の中で需要の多い食用菊は平成4年 度

か ら調査を実施 している。

今年度 は、5品 目全てか ら農薬を検出 した。特に愛知県産のコギクは、毎年、登録保留基

準を超える値を示 して いる。

コギクの主な用途はさ しみのツマであり、一般には大量に喫食されるものではないが、注

意を要 する作物であると言える。

山形県産の食用菊(ム ラサキキク)か らジクロルボス(DDVP)が 残留農薬基準を こえて

検出 した。有機 リン系殺虫剤であるジクロルボスは食用菊の適正使用基準では乳剤 として

使用 され、収穫の7日 前 まで使用することができるとされている。

対象害虫のアブラムシ類 は乾燥を好むところか ら、昨年の少雨傾向が影響 し農薬の使用

量が増加 した ものと思われる。

(6)コ マ ツナ

メソ ミルが登録保留基準を超えて検出した。平成7年 版の東京都の病害虫防除基準ではコ

マツナの殺虫農薬としてBT剤 または合成 ピレスロイ ド系農薬が適用されているが、今回検

出されたメソミルの適用はない。

コマツナは登録農薬が少ないため、同 じアブラナ科の葉菜類であるホウ レンソウな どに

使用 されるメソミルを転用 して使用された可能性がある。

(7)ニ ンジン

ニ ンジンか らは農薬 を検 出 しなかった。過去の調査でもニ ンジンな どの根菜類は農薬 の

検出例 は少ない。 こうした ことか ら、根菜類は、数年 ごとに作物の種類を変えて調査を実

施する予定である。

(イ)無 農薬栽培等農産物

無農薬栽培の ピーマ ンか らメソミルが検出されたが、 この栽培農家は、 メソミルを使用 し

ておらず、また検出量 も微量であることか ら近隣の畑か らの汚染があると考 える。

なお、同時 に検出したプロシミドンについては、原因は不明であった。

(ウ)表 示 ガイ ドライ ンに基づ く農産物

表示ガイ ドラインに基づ く農産物は、農薬を検出しなか った。

エ まとめ

(ア)慣 行栽培農産物

(1)今 年度 の農薬 の検出率の高 さの原因は、昨年の天候不順 による病害虫の発生 と、 これ に

伴 う農薬の使用量の増加が影響 していると考え られる。

(2)TPN、 プロシミドン、メソミル等の検出率の高い農薬は残留実態に則 した残留基準の設定

が望 まれ る。
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(3)食 用菊、 コマツナなどの比較的生産量の少ない作物は、登録 されている農薬の種類が少

ないため、他の作物に登録 されている農薬を使用 している可能性がある。 したが って、適

正使用基準や安全使用基準が設定 されておらず、生産者の恣意的 な判断で農薬が使用 され

ることが懸念 され る。

(イ)無 農薬栽培等農産物及び表示ガイ ドラインに基づ く農産物

(1)今 年度の無農薬栽培などの農産物か らの農薬の検出状況は例年に比較 して少ない傾向に

あった。

(2)表 示ガイ ドライ ンに基づ く農産物か らは農薬を検出 しなかった。
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表-1検 査対象農薬と慣行栽培農産物の検体数及び検出数

(注)

◇:追 加農薬3農 薬

残留基準:○ は食品衛生法に基づ く残留基準が設定 されている農薬(平 成6年 度末現在)

登録基準:△ は農薬取締法に基づ く登録保留基準 が設定 されている農薬

用 途:草 …除草剤 菌…殺菌剤 虫…殺虫剤 ☆…殺虫殺菌剤 ★…土壌殺菌剤

〔●〕 の数は、検出数 のうち食品衛生法違反の もの

〔▲〕 の数は、検出数 のうち登録保留基準をこえた もの
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表-2慣 行栽培農産物の作物別残留農薬調査結果 (単位:ppm)

(注)●:残 留農薬基準違反のもの

▲:登 録保留基準 を超えたもの

○:そ の作物の適正(安 全)使 用基準 に登録のある農薬

×:そ の作物の適正(安 全)使 用基準 に登録のな い農薬
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表-3無 農薬栽培等の残留農薬調査結果と使用農薬 単位:ppm

(注)ガ 減:表 示ガイ ドライ ンの減農薬栽培

ガ有:表 示 ガイ ドライ ンの有機栽培

独減:独 自基準の減農薬栽培等

独無:独 自基準の無農薬

独有:独 自基準の有機栽培

○:そ の作物の適正(安 全)使 用基準 に登録のある農薬
×:そ の作物の適正(安 全)使 用基準に登録のない農薬
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(14)畜 水産食 品 におけ る抗 菌性 物質 の残 留実 態調査

ア 調査 目的

わ が国 の畜水産業 は、 食生活 の多様化 に もとづ く畜水 産食 品の需要 の増 大 に伴 い、過 密飼 育

の経営 形態 を取 り入 れ るこ とによ り、著 しい発展を とげて きた。

しか し、 こうした過密 飼育 にお け る疫 学予 防のた めの動物 用医薬品 と して、 また肥育 効 率を

良 くす るた めの飼料添加 物 と して抗菌 性物 質を使用す る機 会が多 く、 生産 され る養殖魚 や 食肉

等 への薬 剤 の残留が問題 とな って い る。

近 年、 動物用医薬品 の うち物 質 によ って は国際的 に リス クとベネ フ ィ ッ トのバ ラ ンスを考 え

た人 の健 康 に影響 のな い食 品中の残 留 レベ ルを設定 して い る。 これ に もとづ きわが国 にお いて

も昭和32年 か ら続 いて きた抗生物質 へ の含有 を禁止 す る規定 を見直 し、 平成8年7月1日 か ら

オ キ シテ トラサイ ク リン(以 下OTC)な ど6つ の動物 用医薬 品 につ いて残 留基準値 が設定 され

る こととな った。今 後使 用 され てい る動 物用 医薬品 につ いては、 順次残 留基 準値 が整 備 されて

い くもの と考え られ る。

これ らをふ まえ、今回 東京都 内 に流通 す る養殖 魚介類 、 食肉、鶏卵 な どの抗菌性物 質 の残 留

実 態調査 を行 ったの で報 告 す る。

イ 調 査 内容

(ア)実 施 期間 平 成7年4月 ～平 成8年3月 まで

(イ)検 査 品 目及び検 体数

(1)養 殖魚介類:12品 目、48検 体(ア ユ、ハ マチ、 ヒラメ、真鯛 、 カ ンパ チ、 ブ リ、 シマア

ジ、 ニ ジマス、銀 鮭、 ア ジ、 ヤ マメ、 エ ビ)

(2)食 肉:7品 目、230検 体(牛 肉、 牛肝 臓、豚 肉、 豚肝臓 、鶏 肉 、鶏肝 臓、羊 肉)

(3)そ の他:107検 体(鶏 卵、蜂 蜜、 うな ぎ蒲焼 、食 肉製品、乳 製品)

(ウ)検 査 機関

東京都 立衛生研 究所 乳肉衛生研 究科 食 肉魚介細 菌研 究室及 び食肉魚 介 化学研究室

(エ)検 査 方法及 び検査 項 目

PC系 、TC系 、AG系 、ML系 の各 抗生物質 の検 査 は、簡易検査 法 によ る スク リーニ ング検

査 及 び分別推定法(試 料 をEDTA-2Naマ ッキル ベ ン緩 衝液 で抽 出 し、SEP-PAKC18カ ー

トリッジで抗生物質 を吸着 させ、その溶液 に浸 した パル プデ ィス クをM.luteus,B.subtilis,

B.cereusの 平板 で培 養)を 用 い、 阻止 円を形成 した もの につ いて は更 に公定法 に準拠 して分

別 同定 を行 った。 合成抗 菌剤で あ るサル ファ剤 につ いて は、上記 の分別 推定法 に よ り検査 し

陽性 を示 した もの につ いて は更 に公定 法 に準拠 して行 った。

ポ リエーテル系 抗生 物質(サ リノマイ シン、 モネ ンシ ン、 ラサ ロ シ ド)及 びその他 の合 成

抗菌剤(オ キ ソ リン酸 、 ピロ ミ ド酸、 ナ リジクス酸、 ピリメ タ ミン、チ ア ンフェニ コール、オ

ル メ トプ リム、 トリメ トプ リム、ナ タマイ シン、 カル バ ドックス、 フ ラゾ リドン、 パ ナ ゾ ン、

ナイ カルバ シン、 クロ ピ ドー ル、 デ コキ ネー ト)の 検査 は厚生省 で定 め た 「畜水 産 食品 の残

留物 質検査法」 に準拠 した。

ウ 検査 結果

(ア)養 殖魚 介類

(1)あ ゆ

あゆ7検 体 を検 査 した ところ、簡易検査の結果1検 体か ら抗菌性 物質 を検 出 した が分別推
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定 法 に よる検査 で は、各系統 の抗 生物 質 を検 出 しな か った。 その他 の検 体 では抗 生物 質サ

ル フ ァ剤 、 オキ ソ リ ン酸、 ピロ ミ ド酸 、 ナ リジクス酸 、オ ルメ トプ リムは いず れの検 体か

ら も検 出 され なか った。

(2)ハ マ チ

ハ マチ6検 体 を検査 した ところ、1検 体か らTC系 の抗生物質 を検 出 した。PC系 、ML系 、

AG系 抗生物質、サ ル ファ剤、オキ ソ リ ン酸、ピロ ミ ド酸、ナ リジク ス酸 、チア ンフェニコー

ルは いずれの検体 か らも検 出 されなか った。

(3)ヒ ラメ

ヒラメ4検 体 を検査 した ところ、1検 体 のエ ラか らOTCを0.05μg/g検 出 した。PC系 、

ML系 、AG系 抗 生物質 、サル フ ァ剤、 オキ ソ リン酸 、 ピロ ミド酸 、 ナ リジクス酸 は いずれ

の検体 か らも検 出 され なか った。

(4)真 鯛

真鯛4検 体 を検査 した ところ、 すべ ての検体 か ら抗 菌性物質 を検 出 しなか った。

(5)カ ンパ チ

カ ンパ チ3検 体 を検 査 した ところ、1検 体 か らTC系 の抗生物質 を検 出 した。PC系 、ML

系 、AG系 抗生物質 、サ ル ファ剤、 オキ ソ リン酸、 ピロ ミ ド酸 、ナ リジクス酸、 チア ンフェ

ニ コール はいずれ の検 体か らも検 出 され なか った。

(6)ブ リ

ブ リ3検 体を検査 した ところ、1検 体 か らTC系 の抗生物質 を検 出 した。PC系 、ML系 、

AG系 抗生物質、サ ル ファ剤、オキ ソ リン酸、ピロ ミ ド酸、ナ リジクス酸 、チア ンフェニ コー

ルは いずれの検体 か らも検出 されな か った。

(7)シ マア ジ

シマア ジ2検 体 を検査 した と ころ、 すべての検体 か ら抗菌性物 質 を検 出 しなか った。

(8)ニ ジマ ス

ニ ジマス2検 体 を検査 した ところ、1検 体か らTC系 の抗生物質 を検 出 した。PC系 、ML

系、AG系 抗生物 質、サル ファ剤、オ キ ソ リン酸 、 ピロ ミド酸、ナ リジクス酸は いずれ の検

体 か ら も検 出 され なか った。

(9)銀 鮭

銀鮭2検 体 を検 査 した ところ、す べて の検体か ら抗 菌性物質 を検 出 しなか った。

(10)ア ジ

ア ジ1検 体 を検 査 した と ころ、 抗菌 性物質は検 出 しなか った。

(11)ヤ マ メ

ヤ マメ1検 体 を検 査 した ところ、 抗 菌性物質を検 出 しなか った。

(12)エ ビ

エ ビ13検 体 を検査 した ところ、1検 体 か らTC系 の抗 生物質 を検 出 した。PC系 、ML系 、

AG系 抗 生物質、サ ル フ ァ剤 、オキ ソ リン酸、 ピロ ミド酸、ナ リジ クス酸 はいずれ の検 体 か

らも検 出 されなか った。

(イ)食 肉

(1)鶏 正 肉、鶏肝 臓

鶏正 肉84検 体(輸 入品19検 体、 国産65検 体)を 検 査 した ところ、輸 入品1検 体(中 国
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産)及 び国産品2検 体からTC系 の抗生物質を検出 した。輸入品、国産品とも、その他の抗

生物質及び合成抗菌剤は検出されなか った。

国産の鶏肝臓20検 体検査 したところ、4検 体からAG系 抗生物質を検出 し、うち1検 体は

カナマイ シンを1.00μg/g検 出した。 また、その うちTC系 の抗生物質を検出した もの も

1検 体 あった。

(2)豚 正肉、豚肝臓

豚正 肉57検 体(輸 入品23検 体、国産34検 体)を 検査 したところ、輸入品1検 体(ア メ

リカ産)か らTC系 の抗生物質を検出 した。 またその他の輸入品1検 体(ア メリカ産)か ら

AG系 の抗生物質を検出 した。その他の抗生物質及 び合成抗菌剤は検 出されなかった。

国産品7検 体か らはTC系 の抗生物質を検出した。そのうち物質名が特定 された ものは3

検体あり、すべてのOTCが0.05～0.06μg/gの 範囲で検出した。

国産の豚肝臓14検 体を検査 した ところ、5検 体か らTC系 の抗生物質を検出 した。 また、

その うちの1検 体か らOTCを0.38μg/g検 出 し、違反品 として処置 した。

(3)牛 正 肉、牛肝臓

牛正 肉47検 体(輸 入品31検 体、国産16検 体)を 検査 したところ、輸入品2検 体(ア メ

リカ産、オース トラリア産)か らTC系 の抗生物質を検出した。 また国産品においては1検

体か らTC系 の抗生物質を検出し、他の1検 体か らはサルファ剤を検出 した。その他の抗生

物質及 び合成抗菌剤は検出されなかった。

輸入の牛肝臓(ア メ リカ産)1検 体を検査 したところ、CTCを0.25μg/g検 出 し、違反

品 として処置 した。

(4)羊 正肉

輸入の羊正肉(ア メ リカ産)1検 体を検査 した ところ、抗菌性物質を検 出しなか った。

(ウ)そ の他

(1)鶏 卵

鶏卵20検 体(国 産品)を 検査 したところ、抗菌性物質を検出 しなか った。

(2)蜂 蜜

蜂蜜24検 体(国 産品)を 検査 した ところ、1検 体(原 料:カ ナダ産)か ら簡易検査 の結

果抗菌性物質を検出 したが、分別推定法の結果各系統の抗生物質を検出 しなかった。

(3)う な ぎ蒲焼

うなぎ蒲焼10検 体(輸 入品)を 検査 したところ、2検 体からOTCを0.05μg/g、0.10

μg/g検 出 した。 その他の抗生物質及び合成抗菌剤 は検出されなか った。

(4)食 肉製品(生 ハ ム)

食肉製品10検 体を検査 したところ、抗菌性物質を検 出しなかった。

(5)乳 製品

乳製品14検 体 を検査 したところ、抗菌性物質を検出 しなかった。
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表-1各 種畜水産食品の検査品 目、検体数及び検出状況 (-:不 検 出、空欄:検 査せ ず)

()内 は物 質の特定 され た数(O:オ キ シテ トラサイ クリン、C:ク ロルテ トラサイ ク リン、
KM:カ ナマイ シン)

・養殖魚介類:オ キ ソ リン酸、ピロ ミド酸、ナ リジクス酸、オル メ トプリム、チ ア ンフ ェ

・鶏 肉、鶏肝 臓:ポ リエーテル系抗生物質(サ リノマイ シン、モネ ンシン、ラサロ シ ド)

※その他の
チ ア ン フ ェ ニ コ ー ル 、 オ ル メ ト プ リ ム 、 ト リ メ トプ リ ム 、 ピ リメ タ ミ

ン、 ナ イ カ ル バ ジ ン、 ク ロ ピ ドー ル 、 デ コ キ ネ ー ト、 オキ ソ リン酸
抗菌性物質 ・豚正 肉: チ ア ン フ ェ ニ コ ー ル 、 オ ル メ ト プ リ ム、 ト リ メ トプ リ ム 、 ピ リメ タ ミ ン、 カル

パ ド ッ ク ス 、 フ ラ ゾ リ ド ン、 パナ ゾ ン

・牛正肉: チ ア ン フ ェ ニ コ ー ル 、 オ キソ リン酸
・鶏 卵: チ ア ン フ ェ ニ コ ー ル 、 オ ル メ トプ リ ム 、 ピ リ メ タ ミ ン、 オ キ ソ リ ン酸

エ おわ りに

近年、畜水産食品における残留抗菌性物質については著 しく研究が進み、各物質 ごとに安全

性の評価が可能 となって きた。また分析技術が進み、従来の検出限界に依存する 「無残留規制」

は科学的な妥当性がな くなり、残留許容基準値が整備 されつつある。 このような残留許容基準

値が設定 されると 「無残留規制」ではなくなるが、従来 の検査法の検出下限より概ね低 くなり、

む しろ規制が厳 しくなると考えられる。今回設定 されたOTCの 残留基準値の中には残留実態 と

比較す ると非常に厳 しいものもあり、個体差や投与形態 による差、気温、気象条件等の変動要

因を考えると生産者は、養殖魚の生けすの衛生管理、休薬期間の遵守等 によりあくまで無残留

を目指すべ きである。 そのため、行政 は生産者や流通業者の意識を高めるよう積極的に情報提

供を行 っていく必要がある。

また、輸入 される畜水産食品については、各国の生産状況や法規制の違いによるバ ラツキを

考えると安全性の確認されないまま原料を用いて製造 された食品が出回るおそれがあるので、一

層監視を強化すべきである。
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(15)国 内産加工食品中の残留農薬実態調査(一 夜漬け等農産物単純加工品について)

ア 調査 目的

農産物 に残留する農薬については、平成4年 から、規格基準の拡大整備が順次なされ、現在約

130の 農産物に108農 薬の基準が設定 されている。 しか し、こうした農産物を使用 した加工食品

につ いては、残留農薬基準が設定 されていない状況であり、加工食品 につ いて も農薬の残留実

態を把握する必要があると思われる。

そこで、多摩支所においては、平成5年 度から国内産農産物を原料 とする加工食品を対象に残

留農薬調査を実施 している。平成6年 度は、一夜漬けの各種野菜漬物及びその原料野菜 について

実施 したところ、農薬検出例は僅か1品 目のみであった。

平成7年 度は、生鮮野菜において、農薬検出例の多いきゅうり、セロリ、かぶに注目 し、これ

らを原料 とした一夜漬け、浅漬等及 び食用菊(乾 燥品)に ついて、調査を行 ったので報告する。

イ 調査内容

(ア)実 施時期 平成7年6月 か ら平成8年2月

(イ)対 象施設及び調査実施方法 多摩地区内の漬物販売店か ら製品を購入 し、検体と した。

(ウ)調 査品目

漬物21品 目(き ゅうり、セロリ及びかぶの各7品 目)と 食用菊(乾 燥品)3品 目

ウ 検査機関及び検査項 目

(ア)都 立衛生研究所多摩支所衛生化学研究室

表-1の とおり、農薬35項 目

(イ)機 動班担当保健所検査室(食 用菊(乾 燥品)を 除 く漬物21品 目について)

細菌数、保存料(安 息香酸、サ リチル酸、ソル ビン酸、デ ヒドロ酢酸、パ ラオキ シ安息香

酸エステル類)、 漂白剤、着色料(タ ール色素)、pH,塩 分濃度

エ 検査方法

(ア)農 薬:公 定法 〔「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年12月28日 、厚生省告示第370号)

中、穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格検査〕に準拠 した。

(イ)そ の他検査項 目は常法に従 った。

オ 検査結果

各品 目の検査結果は、表-2の とお りである。

(ア)残 留農薬検査結果

4種 類、24品 目について検査 したところ、9品 目か ら残留農薬を認めたが、いずれも生鮮野

菜に設定 されている基準値(残 留農薬基準、登録保留基準)を 超えて検出 したものはなかっ

た。

(イ)細 菌検査結果

きゅうり漬物19中 の生菌数は63×10～22×105の 範囲で、セロリ漬物19中 の生菌数は30

～63×103の 範囲で、また、かぶ漬物19中 の生菌数は32×103～19×106の 範囲で検出 され

た。

(ウ)理 化学検査結果

(1)添 加物(保 存料、漂白剤、着色料)に ついて

保存料21品 目、漂白剤19品 目、着色料10品 目について検査 した ところ、セロリ醤油漬

1品 目のみか ら、 ソル ビン酸を0.349/kg及 び食用黄色4号 、青色1号 を検出した。当該品
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に は、保存料(ソ ル ビン酸K),着 色料(食 用黄色4号 、青 色1号)使 用 の旨の表示が あ った。

また、他 の20品 目には添加物 使 用の表示 はなか った。

(2)pHに つ いて

漬物21品 目につ いて実 施 した ところ、4.5～6.3の 範 囲 であ った。平均pHは 、 き ゅうり漬

物5.6、 セ ロ リ漬物5.2、 かぶ漬 物5.4で あ った。

(3)塩 分 濃度 につ いて

漬物21品 目につ いて実施 した と ころ、0.4～2.9%の 範囲 であ った。平均 塩分濃度 は、 き

うり漬物2.3%、 セロ リ漬物2.1%、 かぶ漬物2.2%で あ った。塩分 濃度0.4%の 低 塩漬物 は、

2月 買上 のNo.14セ ロ リ漬(酢 漬 け)で あ った。

カ 考 察

(ア)残 留 農薬検査 結果

調査対象 と した き ゅう り、 セ ロ リ及 びかぶ の漬物 につ いて、農薬 の検 出状況 を検討 す るた

め、食品機動監 視第9班 の先 行調 査 「国産野菜 ・果 実の残 留農 薬実態調 査」(昭 和63年 度 ～平

成7年 度)の 調査結 果 か らきゅうり、セ ロ リ及 びかぶ について、今回漬物 か ら検出 された農 薬

の検 出状況 を表-3に ま とめた。

(イ)細 菌検 査結果

生菌 数 につ いて は、発酵過程 で の乳酸菌 の生成 等 も考 え られ る。 また、保 存料(ソ ル ビ ン

酸)を 検出 したNo.8セ ロ リしょうゆ漬1g中 の生 菌数 は、30で 最 も少 ない。

(ウ)理 化学検 査結果

(1)セ ロ リ漬物No.9とNo.14は 酢漬 けで ある。塩漬 のNo,4青 しそ胡瓜、No.15小 かぶ浅漬、No.17

かぶ一 夜漬 けのpHは 、 それぞ れ4.6、4.8、4.5で 相 対的 に低 い。

青 しそ胡 瓜 は酸 味料使 用、小 かぶ浅潰 は、米酢使用 の表示 があ ったが、No.17か ぶ一夜漬

につ いては、食 塩、調 味料(ア ミノ酸 等)の 表示 のみ であ った。

(2)各 種漬物 の平均塩 分濃度 は、2.2%で あ り、No.5あ っさ り漬胡 瓜1.6%、No.13セ ロ リ漬1.

7%、No.21か ぶ一夜 漬1.7%な ど低塩分 の傾 向が うかがわれ る。No.14セ ロ リ漬0.4%は 、全

くサ ラダ感覚 の 漬物 といえ る。

カ ま とめ

今回、 き ゅうり、 セ ロ リ、かぶの一夜漬 、浅漬等、各7検 体及 び食用菊(乾 燥 品)3検 体 につ

いて調査 した結果 、漬物 等 の加工 に使 用 され る野菜 は一般 に市場 流通 す る野 菜 に比 べ、農 薬残

留値 が高 い傾向 を示 した。 この ことは、 漬物等 の加工 食品 に残 留農薬基 準等 の設定 がな い こと

か ら農薬 の残留 に対 す る生 産者 の認 識 が低 い ものと思 われ る。
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表-1農 薬検査項目一覧

*デ ィル ドリンは、 アル ドリンをふ くむ
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表-2検 査結果一覧

表-3今 回漬物か ら検出された農薬の生鮮野菜における検出状況

*検 出数/検 体数
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